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Ⅰ.事業活動の概要 
 
 
 1.事業所名称 

    広島商工会議所 

2.代表者役職及び氏名 

    会頭 池田晃治 

専務理事 植野実智成 

3.所在地 

    〒730-8510  広島県広島市中区基町 5 番 44 号 

4.環境管理責任者及び環境事務局、連絡先 

    環境管理責任者：事務局長 伊木剛二 

    環境推進責任者：産業･地域振興部長 伊木剛二 

    環境事務局：会員サービス部 会館事業課長 秋田和宏 

産業･地域振興部 産業振興課長 田中明裕 

    〔連絡先〕 産業･地域振興部 産業振興課 

                    TEL：(082)222-6651    FAX：(082)222-6411   

E-mail：hiroshima@hiroshimacci.or.jp 

5.事業活動の内容 

    地域のあらゆる業種･業態･規模の商工業者によって構成する地域総合経済団

体として、その地域内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一

般の福祉の増進に資することを目的として各種活動を行っている。 

    (1)中小企業支援やまちづくり等に関する要望･提言活動 

  (2)中小企業の経営力強化支援 

  (3)部会･委員会活動等を通じた業界振興 

  (4)賑わいづくり･観光振興 

 (5)各種セミナー･検定試験の実施を通じた人材育成 など 

6.事業所の概要･規模（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

    設立：明治 24 年 1 月 

会員数：9,133 事業所 

     役員･議員数：130 名 

    専務理事(役員）1 名、事務局職員 74 名（派遣含む） 

     〈入居ビル概要〉 

       竣工：昭和 40 年 10 月 

用途：事務所･会議室 

      構造：鉄骨･鉄筋コンクリート造、地上 9 階～地下 2 階･塔屋 2 階 

      建築面積：1,247 ㎡ 

延床面積：13,858 ㎡ 

7.認証･登録の対象範囲 

    全組織･全活動（平成 22 年 2 月 26 日認証･登録） 
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Ⅱ.基本理念・環境方針･環境行動計画 
 
 
 1.基本理念 

   

  広島商工会議所は、地域のあらゆる業種･業態･規模の商工業者によって構

成する「地域総合経済団体」として、「広島商工会議所環境行動計画」に基

づき、環境問題に率先して取り組むことはもとより、会員企業が二酸化炭素

の排出削減･吸収を中心とする地球温暖化対策に自主的･継続的に取り組む

ことができるよう積極的な支援を行う。 

 

 

 2.環境方針 

   

1.広島商工会議所の事業活動及びサービスにより生じる環境負荷の削減に

継続的に取り組むため、下記事項を環境管理テーマとして、環境マネジメン

トシステムに基づく環境に配慮した行動を実践する。 

 

 (1)電力･燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量を削減する。 

 (2)廃棄物の削減･リサイクルを推進する。 

 (3)水使用量を削減する。 

 (4)グリーン購入品の使用を促進する。 

 (5)その他「広島商工会議所環境行動計画」に掲げる事項。 

  ①環境社会検定試験（eco 検定）の全職員合格を目指す 

  ②二酸化炭素排出量簡易チェックシートの普及 

  ③環境問題･省エネルギー対応のための説明会･セミナー･視察会等の開催 

  ④所報やホームページによる支援メニュー･新制度等の広報 

  ⑤補助金･助成金･融資制度に関する情報収集及び提供 

  ⑥環境対応のための取り組みを網羅したパンフレットの作成及び提供 

  ⑦広島発･ストップ地球温暖化県民運動への参画 

  ⑧広島市地球温暖化対策地域協議会への参画 

  ⑨支援策に関する行政への要望 

 

2.環境関連法規等を遵守する。 

 

3.この環境方針は、全職員に周知するとともに、環境経営レポートを作成・

公表する。 

 

                                       制定日：平成 21 年 7 月 31 日 

                                       改定日：令和元年 11 月 1 日 

 

                                          広島商工会議所 

                                            会 頭   池  田  晃  治 
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 3.第二次「広島商工会議所環境行動計画」 

 

Ⅰ.趣旨 

  地球温暖化をはじめとする環境問題が深刻化する中、企業においても、環

境と経済を両立させた「持続可能な社会」の実現に向けて、長期的、継続的

に環境に配慮した経営（環境経営(注 1)）に取り組んでいくことが求められて

いる。 

  こうした中、本所では、省エネルギーや資源の有効利用など、会員中小企

業の取り組みを、企業の経営力の強化を図る絶好の機会としてとらえ、本所

会員企業が環境に配慮した経営システムづくりに自主的・継続的に取り組め

るよう強力に支援する。 

 

Ⅱ.計画の概要 

1.基本方針 

(1)目的 

  広島商工会議所として環境問題に率先して取り組むことはもとより、会員

企業が、「環境経営」に、自主的･継続的に取り組むことができるよう積極的

な支援を行う。 

(2)取り組みの方向性 

①講演会･セミナーの開催や所報･ホームページ等、あらゆる機会を通じ、「環

境経営」に取り組む意義や、取り組みが CSR（企業の社会的責任）はもとよ

り、経営の効率化･経費削減に繋がることを理解していただけるよう啓発に

努める。 

②取り組み内容や支援メニューを具体的に解りやすく提示し、各社で実施可

能なものから順次取り組みを進めることができるよう工夫する。 

③事業実施にあたっては、会員企業を対象に行ったアンケート結果に十分配

意する。 

④主管する環境･エネルギー委員会において、毎年、国等の動きや前年の取

り組みをとりまとめ、必要に応じて計画内容の見直しを行う。とりまとめた

内容は、所報・ホームページ等を通じて会員企業へフィードバックするとと

もに、日本商工会議所へ報告する。 

 

2.実施期間 

  環境問題への取り組みは長期的かつ継続的に実施していくことが求めら

れる。第二次計画では、平成 25（2013）年度以降を実施期間とし、毎年、国

等の動きや前年度の取り組み結果をとりまとめ、必要に応じて内容の見直し

を行う。なお、第三次計画については、環境問題に関する国際的枠組みや国

の取り組みの方針が決定された段階で検討を行う。 

 

3.実施体制 

  環境･エネルギー委員会（事務局：産業振興課）が主管し計画を推進する。 
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4.実施事業 

(1)広島商工会議所としての取り組みの推進 

①環境マネジメントシステム「エコアクション 21(注 2)」認証の運用 
②職員の環境意識のさらなる向上（環境社会検定試験（eco 検定）(注 3)取得促

進他） 

(2)会員中小企業等による実態把握への支援 

①省エネチェックシート(注 4)「ひろしま e シート」の普及 

(3)会員中小企業等による取り組みへの支援 

①環境問題に関する先進事例を紹介する説明会･セミナー･視察会等の開催 

②所報やホームページによる先進事例･支援メニュー･新制度等の広報 

③補助金･助成金･融資制度に関する情報収集及び提供 

④環境行動を実践する取り組みを整理したリーフレットの作成及び提供 

(4)行政との連携 

①「ひろしま地球環境フォーラム(注 5)」への参画 

②「広島市地球温暖化対策地域協議会(注 6)」への参画 

③支援策に関する行政への要望 

 

5.第一次計画（平成 21～24 年度）の評価  

 項 目 評 価 

３

つ

の

宣

言 

環境マネジメントシステム「エコアク

ション 21」認証の取得 
平成 22 年 2 月に認証登録 

「環境社会検定試験（eco 検定）」の全

職員合格を目指す 

合格率 97.0％（62/64 人、※平成 25 年

2 月現在） 

行政機関等と連携して取り組む 
説明会・視察会の開催等、連携して取

り組んだ 

３

つ

の

目

標 

環境行動を実践する企業数  会員の

50％以上 

平成 20 年 39.3％ 

平成 24 年 48.7％（＋9.4） 

「チェックシート」利用企業数 会員

の 30％以上（※二酸化炭素排出量の把

握） 

平成 20 年  8.5％ 

平成 24 年 29.7％（＋21.2） 

「環境社会検定試験（eco 検定）」合格

者在籍企業数 会員の 30％以上 

※個人情報のため、会社としての把握

が困難 

３

つ

の

行

動 

二酸化炭素排出量を容易に把握するこ

とができる「チェックシート」の提供 

環境負荷チェックシート「ひろしま e

シート」を平成 23 年 3 月に提供 

環境対応を図るための取り組みを網羅

した「パンフレット」の提供 

リーフレット「環境行動実践ガイド」

を平成 22 年 11 月に提供 

環境マネジメントシステム「エコアク

ション 21」認証取得の支援 

本所主催で説明会･集合研修を平成 24

年 3 月に開催（広島県委託事業）他 
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広島商工会議所環境行動計画の推進に向けて 
 

 
  3つの宣言     ※広島商工会議所としての取り組み 

○環境マネジメントシステム「エコアクション 21」認証の運用 

平成 22 年 2 月に広島商工会議所として認証登録した、環境マネジメントシステム「エ

コアクション 21」認証を運用し、環境行動が組織運営の効率化に繋がることを職員自

らが体感し、企業支援に役立てる。 

○職員の環境意識のさらなる向上 

職員の「環境社会検定試験（eco 検定）」全職員合格に継続して取り組む他、「エコア

クション 21」の運用や研修等を通じて環境意識のさらなる向上を図る。※平成 25 年 2

月時点での合格者数：職員 64 人中 62 人（97.0％）。 

○行政機関等と連携して取り組む 

取り組みを効率的かつ効果的に進めていくため、国･県･市などと連携するとともに、

必要に応じて支援策の要望を行う。 

 

  3つの目標     

○環境行動を実践する企業数の拡大 

より多くの会員企業が環境行動を実践するよう、積極的な支援･啓発に努め、取引先

や従業員の家族などにまで取り組みの輪を拡げる。当面、環境行動を実践する企業数の

維持･拡大に継続して取り組むこととし、第三次計画において、情勢の変化を踏まえた

新たな評価項目を検討する。 

【アンケート結果(注 7)】環境行動全 19 項目中７項目以上実施済と回答 

 平成 20 年 39.3％⇒平成 24 年 48.7％〔第一次目標 50％〕 

○省エネチェックシート「ひろしま e シート」利用企業数の拡大 

より多くの会員企業が、自社のエネルギー使用量や廃棄物排出量がどの程度か「見え

る化」できるよう、使いやすいチェックシートを作成する。新たなチェックシート提供

後、ホームページアクセス数の把握を行い、普及･拡大に努める。 

【アンケート結果】排出量算出 実施済と回答 平成 20 年 8.5％⇒平成 24 年 29.7％（第

一次目標 30％） 

○「環境社会検定試験（eco 検定）」合格者在籍企業数の拡大 

「環境社会検定試験（eco 検定）」の受験を環境教育の一環として位置づけ、より多

くの会員企業に合格者が在籍するよう啓発に努める。 

 

  3つの行動    ※会員企業への支援策 

○環境行動を実践するための取り組みを整理した「リーフレット」等の提供 

業種や職場環境の違いにより、すぐ実施できる取り組み、実施しにくい取り組みが出

てくる。実情に合った取り組みを進めていただくため、先進事例の紹介や環境行動のポ

イントをわかりやすく解説したリーフレット等を作成し、会員企業に提供する。 

○省エネチェックシート「ひろしま e シート」の提供 

取り組みの実効性を高めるためには、まずは自社のエネルギー使用の現状を把握する

ことが必要となる。エネルギー使用量や廃棄物排出量を簡単に算出・分析することので

きるチェックシート「ひろしま e シート」を更新し、会員企業に提供する。 

○環境マネジメントシステム「エコアクション 21」認証取得の支援 

システムの構築・維持に係る費用が安価で、中小企業にも取り組みやすい環境マネジ

メントシステム「エコアクション 21」認証を会員企業が取得できるよう、説明会の開

催などに取り組む。 
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（注 1）環境経営 

  省エネルギーや資源の有効利用など、環境に配慮しつつ企業の持続的発展を目指す経営。 
 
（注 2）エコアクション 21 

  環境省が ISO14001 規格をベースに策定した「ガイドライン」に基づく、システムの構築･

維持に係る費用が安価で、中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。経費の

削減や生産性･歩留まりの向上、目標管理の徹底等の効果が期待できる。 
 
（注 3）環境社会検定試験（eco 検定） 

  環境に対する幅広い知識をもち、社会の中で率先して環境問題に取り組む「人づくり」と、

環境と経済を両立させた｢持続可能な社会｣を目指すことを目的に実施している商工会議所

の検定試験。 
 
（注 4）省エネチェックシート 

  事業活動における月々のエネルギー使用量や廃棄物排出量等のデータを入力することで、

年間の使用量･料金･二酸化炭素排出量等を簡単に把握することができるシート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注 5）「ひろしま地球環境フォーラム」 

  平成 17 年、県民･団体･事業者･行政が相互に連携しながら、環境にやさしい地域づくりを

協働して進め、環境と経済が調和した活力ある地球環境保全型社会の創出に寄与することを

目的として設立された団体（事務局：広島県）。 
 
（注 6）「広島市地球温暖化対策地域協議会」 

  平成 15 年に、地球温暖化防止に関する活動を行う市民･事業者･環境 NPO･市が連携して、

温室効果ガス排出量の削減に向けて必要な事項を協議し、地球温暖化防止の取組を推進する

ことを目的に設立された団体（事務局：広島市）。 
 
（注 7）地球温暖化対策及び省エネルギー対策に関するアンケート 

  本所第一次環境行動計画を策定するにあたり、本所会員の取り組み状況を把握するため、

平成 20 年 11 月に 1,931 会員を対象に実施し、541 会員より回答を得た。また、第二次計画

の策定においても、1,961 会員を対象に実施し、462 会員より回答を得た。 

【設問：①クールビズ、②ウォームビズ、③節電の励行、④マイカーから公共交通機関への

切り替え、⑤アイドリングストップ、⑥燃費の良い車への転換、⑦モーダルシフト、⑧省エ

ネ機器への買い替え、⑨新エネルギーの導入、⑩排出量の算出、⑪環境経営認証の取得、⑫

環境担当セクションの設置、⑬環境知識の向上、⑭環境活動への参加、⑮グリーン購入の実

践、⑯リデュース、⑰リユース、⑱リサイクル、⑲簡易包装】 
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Ⅲ．エコアクション 21実施体制 
 
 

  

 

  認証登録範囲 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

【代表者】 会頭 池田晃治 

 

【職務代理者】 

専務理事 植野実智成  

【環境・エネルギー 

委員会】 

委員長 寒川起佳 

※「広島商工会議所

環境行動計画」の推

進を主管。 

 

【環境管理責任者】 

事務局長 伊木剛二 

 

 【担当者会議】 

※環境マネジメントシス

テムの運用上の当面す

る課題やその改善策に

ついて必要に応じて協

議。 

 

広島商工会議所 

環境行動計画 

 

【部長会】 

※環境マネジメントシス

テムの運用に関する取組

み・各部の役割等につい

て必要に応じて協議。 

 

 

【中小企業振興部（経営支援第一課、経営支援第二課、商業振興課、人材開発課）】 ※1 階 

 部長 山田昌徳 

  

 

【総務企画部（総務課、企画広報課、経理課）】 ※2 階 

 部長 西本尚士  

  

 

【会員サービス部（会員課、会館事業課、情報化推進課）】 ※2 階 

部長 佐々木慎二 

 

 

【産業･地域振興部（観光振興課、産業振興課、地域振興課）】 ※4 階 

 部長 伊木剛二 

  
 
※「環境活動計画」に基づいた取り組みの実施（適正な空調管理、時間外の消灯、廃棄
物量の記録及び減量 等）、環境マネジメントシステムの運用に係る改善を提案。 

 

【環境推進責任者】 

産業・地域振興部長 伊木剛二 

 

【環境事務局】 

会員サービス部 会館事業課長 秋田和宏 

産業･地域振興部 産業振興課長 田中明裕 

 

※環境マネジメントシステムの運用に係る業務の遂行

（課題の抽出、担当者会議の運営、環境経営レポートの

作成など） 

 

 

 

毎年度、環境マネ

ジメントシステム

の運用に関する

評価を報告。 

令和 4年度体制 
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〔各人の役割･責任･権限〕 

 役割・責任・権限 

代表者 

職務代理者 

〇環境経営に関する統括責任（環境管理責任者の任命、環境目

標の承認、環境経営レポートの承認） 

○環境方針の策定 

○エコアクション 21推進に必要な資源の用意 

○全体の評価と見直しの実施 

環境管理責任者 
○環境マネジメントシステムの構築、実施、管理を行い、その状

況を代表者に報告。 

部長会 

○環境マネジメントシステムの運用に関する取組み・各部の役割

等について必要に応じて協議。 

開 催  随時 

議 題  環境マネジメントシステムの運用に関する取組み・ 

        各部の役割等について 

 出席者  職務代理者、環境管理責任者、部長 

担当者会議 

○環境マネジメントシステムの運用上の当面する課題やその改

善策について必要に応じて協議。 

開 催  随時 

議 題  環境マネジメントシステムの運用上の当面する課題 

        やその改善策について 

出席者  各部担当者、環境推進責任者、環境事務局 

担当者 

○担当者会議への出席 

○各フロアの取組み状況の確認 

 内  容 ・消灯・空調設定温度の確認 

       ・廃棄物（ゴミ）排出量データのとりまとめ 

       ・改善提案のとりまとめ 

       ・環境事務局との連絡調整 等 

○その他環境マネジメントシステムの運用に関する事項 

環境推進責任者 ○環境事務局を統括。 

環境事務局 

○環境マネジメントシステムの運用に係る業務（課題の抽出、担

当者会議の運営、環境経営レポートの作成 等）を遂行。 

○環境関係の外部コミュニケーション窓口。 

○「広島商工会議所環境行動計画」の推進を主管する環境・エネ

ルギー委員会を運営する。 

全職員 

○環境方針を理解し、自主的・積極的に環境活動に取り組む。 

○環境マネジメントシステムの改善について提案。 

○地球温暖化対策への取組みの重要性を理解。 
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Ⅳ．環境目標 
 
 
  2019 年度における電気使用量、廃棄物排出量等の実績値を基準値として、各年度

の数値目標を設定（現状維持）。※事業年度：4 月～翌年 3 月。 

 
基準値 

（2019 年度実績値） 

目標値 

2022 年度 2023 年度 

電気使用量 762,961kWh 

762,961kWh 762,961kWh 

【達成手段】不要照明の間引き、消灯、PC 省

電力設定、適正空調温度設定、夏季軽装 

ガソリン使用量 1,197ℓ  

1,197ℓ  1,197ℓ  

【達成手段】公共交通機関や自転車の利用に

努める 

廃棄物排出量 5,399kg 

5,399kg 5,399kg 

【達成手段】分別排出徹底、受取資料見直し 

コピー用紙 

購入枚数 
1,515 千枚 

1,515 千枚 1,515 千枚 

【達成手段】会議資料削減､両面コピー励行､

ミスコピー防止､IT化によるペーパーレス推進 

水使用量 7,007 ㎥ 

7,007 ㎥ 7,007 ㎥ 

【達成手段】節水周知 

グリーン購入品目 7 品目 ― ― 

環境社会検定試験

（eco 検定） 

の職員合格率 

100％ 

100％ 100％ 

【達成手段】公式テキスト等案内 

会員企業の 

取り組み支援 
― 

― ― 

【達成手段】環境行動計画に基づく積極的な

事業実施 

※数値算出方法 

【電気使用量】 請求書に記載された入居ビル全体の電気使用量からテナント使用分を差し引き算出 
【ガソリン使用量】職員が使用する公用車に係る請求書に記載された給油量から算出 
【廃棄物排出量】事務室から排出するごみの量を測定し算出 
【コピー用紙購入枚数】業者から納品されたコピー用紙の購入枚数を使用し算出 
【水使用量】請求書に記載された入居ビル全体（レストラン除く）の水使用量を使用し算出 
【グリーン購入品目】2019 年度実績 
【環境社会検定試験（eco 検定）の職員合格率】本所全職員数に占める同試験合格者数の割合 
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Ⅴ．主な環境活動計画の内容 
 
 
 
1.電力･燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減 

 (1)電力･ガス使用量の削減 

  ①夏季･冬季の適正冷暖房の徹底及び夏季の軽装の奨励 

  ②昼休憩時間等の事務室内一部消灯 

  ③OA 機器等の待機電力の遮断 

  ④17 時 30 分以降トイレの消灯の励行 

  ⑤勤務時間終了次第、速やかに退所 

  ⑥退所時の確認徹底 

(2)ガソリン使用量の削減 

  ①エコドライブ運動の展開 

  ②公用車の適正管理（燃費のチェック） 

  ③公共交通機関･自転車の利用 

 

2.廃棄物（ゴミ、古紙等）排出量の減量･リサイクルの推進 

 (1)廃棄物排出量の減量 

  ①廃棄物排出量の計測 

  ②会議提出資料枚数の削減 

  ③決裁文書添付書類の削減 

  ④受け取り資料の削減 

  ⑤インターネット等で入手したデータ化された資料の印刷の見極め 

  ⑥雑誌の定期購読見直し 

  ⑦外部からのゴミ持込抑制 

 (2)リサイクルの推進 

  ①分別の徹底 

 

3.水使用量の削減 

 (1)節水運動の展開 

  ①トイレ･給湯室での節水 

 

4.その他 

 (1)職員への環境教育 

 (2)グリーン購入の促進 

 (3)会員事業所への循環型企業経営の普及啓発 

 (4)地域の環境保全活動との協働  
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Ⅵ．環境活動の取り組み結果の評価 
 
 
 1.電気使用量、廃棄物排出量等の実績値･評価 

 
基準値 

（2019 年度実績値） 

2022 年度 

評価 / 達成状況 
目標値 

実績値  

(対目標値増減率) 

電気使用量 762,961kWh 同左 
899,863kWh 

（17.9％） 
× 

取り組みは習慣として

定着しているが達成で

きなかった。 

ガソリン使用量 1,197ℓ  同左 
717ℓ  

（△40.1％） 
◎ 

コロナ禍において外

出が減少。 

廃棄物排出量 5,399kg 同左 
2,330kg 

（△56.3％） 
◎ 

・取り組みは習慣とし
て定着。 

・ペーパーレス化によ
り減少。 

コピー用紙 

購入枚数 
1,515 千枚 同左 

883 千枚 

（△41.7％） 
◎ 

・取り組みは習慣とし
て定着。 

・ペーパーレス化によ
り減少。 

水使用量 7,007 ㎥ 同左 
7,770 ㎥ 

（10.8％） 
× 

・取り組みは習慣とし
て定着。 

グリーン 

購入品目 
7 品目 ― ― 

高使用頻度の事務用品 7 品
目（のり･付箋･ファイル等）以外の
品目についても環境負荷の
少ない商品を選んで購入す
ることを推奨。 

環境社会検定試験

（eco 検定）の職員

合格率 

100％ 同左 98％ ○ 

平成 20 年度から取り
組みを開始。平成 30 
年度に全職員合格、以
降職員合格率 100％を
維持。令和 4 年度は年
度終わりの新入職員入
所により、受験機会が
なかった。 

会員企業の 

取り組み支援 
― ― ― ◎ 

各種説明会 ･セミナ

ー･視察会、所報等に

よる先進事例等の情

報提供などを実施。 
 
対目標値増減率 評価･達成状況 

△10％以下 ◎ 達成（大変良好） 

0％～△10％未満 ○ 達成（良好） 

0％～10％未満 △ 未達成（不十分） 

10％以上 × 未達成 
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〔実績値の推移〕 
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0
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 2.環境行動計画に掲げる取り組みの結果･評価 

 (1)広島商工会議所としての取り組みの推進 

  ①環境マネジメントシステム「エコアクション 21」認証の運用 

     認証運用中。 

  ②職員の環境意識のさらなる向上 

   ・環境社会検定試験（eco 検定）の資格取得促進 

     本所全職員の合格を目指し取り組みを進め、平成 30 年度に 60 人の全職員が 

同資格を取得。現在 1 名に未取得者あり。 

  ③環境社会検定試験（eco 検定）の施行 

     環境に関する幅広い知識を礎とし、環境問題に積極的に取

り組む“人づくり”と、環境と経済を両立させた“持続可能

な社会づくり”を目指した、東京商工会議所との共催による

「環境社会検定試験（eco 検定）」を施行し、本所地区内では

499 人が受験した。 
 

 試験期間（令和 4年度） 実受験者数 合格者数 

第 32 回 
7 月 22 日(金) 

   ～8 月 8 日(月) 
249 人 155 人 

第 33 回 
11 月 11 日(金) 

  ～11 月 28 日(月) 
250 人 142 人 

合  計 499 人 297 人 

  ④容器包装リサイクル再商品化委託申込受付業務の実施 

    本所では、「容器包装リサイクル法」に基づき設立された（公財）日本容器包

装リサイクル協会と、再商品化の義務を負う特定事業者の委託契約締結を円滑

に進めるため、同協会の業務の一部を受託実施している。 

    本所所報等で同法の普及啓発を行うとともに、「容器包装リサイクル法相談窓

口」において、各種問い合わせに応じ、資源リサイクルの推進に努めた（35 事

業者）。 

  ⑤汚染負荷量賦課金申告･納付書類受付業務の実施 

   本所では、「公害健康被害補償制度」に基づき、補償給付に必要な費用の一部

として充当するため、（独）環境再生保全機構がばい煙発生施設等設置者または

特定施設等設置者から徴収する「汚染負荷量賦課金」の申告･納付に関する受付

業務を受託実施している。申告･納付関係書類の受付業務等を行った（84 事業

者）。 

(2)会員中小企業等による実態把握への支援 

  ①二酸化炭素排出量簡易チェックシート「ひろしまｅシート」の活用促進 

    平成 22 年に本所ホームページ内に公開した同シートの活用促進を図り、会員

企業の二酸化炭素排出量の把握をサポートした。 
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 (3)会員中小企業等による取り組みへの支援 

  ①環境問題に関する先進事例を紹介する説明会･セミナー･視察会等の開催 

    ■製造業「ムダ取り塾」 

    開催日  令和 4 年 8 月 8 日（月）～令和 5 年 1 月 12 日（木）（６回シリーズ） 

     場 所  広島商工会議所 会議室 

   受講者数  14 社・21 人 

     テーマ  「教えてみて、やらせてみて、行動できる人に」 

対 象  製造現場の工程改善推進担当者（現場のリーダー、サブリーダー級、 

もしくは、経営幹部から改善スキルの向上を期待される人材) 

講 師  ＜メイン講師（塾頭）＞ 

                       工場経営コンサルティング FOUNTAIN  代表 泉 旦茂 氏 

                   ＜講師補佐＞ マツダ㈱本社工場 末永 正光氏 

                   ＜ｱｼｽﾀﾝﾄｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ＞ マツダ㈱本社工場スタッフ 11 人 

   受講料  会員 30,000 円／人、一般 90,000 円／人 

     協 力  マツダ㈱ 

   〔参加者アンケート結果〕 

      満足度は 87％が「満足・ほぼ満足」、理解度は 91%が「理解できた・大体

理解できた」、また受講者の 91％が「自社現場での取り組みの成果があ

った」と回答。 
 
満足度 理解度 自社課題研究の成果 

   
■満足  ■ほぼ満足 ■普通  

■やや不満 ■不満 
■理解できた  ■大体理解できた ■

半分くらい理解できた  

■あまり理解できなかった 

■全く理解できなかった 

■大いにあった   ■あった 

■普通 ■なかった 

■全くなかった 

＜コメント＞ 

・自分の職場にたくさんの改善点があることに気が付いた。［自動車部品製造業］ 

・今までにない着眼点で改善する手法を学ぶことができ、非常に意義のある講習となった。 

［食料品製造小売業］ 
 

  

＜塾の様子＞  
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■製造業「ムダ取り塾」フォローアップ研修会 

    開催日  令和 4 年 9 月 27 日(火）12：40～16：00 

視察先  東洋電装㈱可部事業所（ＤＸ工場） 

出席者  16 人 

内 容  平成 25 年度以降の製造業「ムダ取り塾」修了生を対象に、フォ 

ローアップ研修を実施。視察先企業から DX への取り組みにつ 

いて聴取および工場見学を行った。 

  ■環境・エネルギー委員会視察会  

       日 時  令和 5 年 2 月 15 日（水）14:45～16:15 

      視察先  完全自立型「EV シェアリングステーション」 

       参加者   14 人 

協 力    中国電力㈱販売事業本部 

内 容  広島県と中国電力㈱が協働で、ゼロカーボン･ドライブを  

実現する世界初「完全自立型 EV シェアリングステー  

ション」の実証事業を実施。  

電力系統から分離･独立したソーラーカーポートを設置  

した「完全自立型 EV ステーション」に、電気自動車  

EV によるカーシェアリングサービスを組み合わせたもの  

で、県･民間事業者等が共同利用し、課題等の検証を行う。 

実証実験期間：令和 4 年 4 月～5 年程度(予定) 
 

  
＜視察の様子＞  

 

■ＳＤＧｓセミナー＆ワークショップ（オンライン） 

内 容  ①中級  日  時 令和 5 年 1 月 18 日（水）10：00～12：00 

        場 所 広島商工会議所 1 階 「101 号室」 

        出席者 30 人 

テーマ 「SDGs と事業を紐づけの先を考える： 

インパクトとは何か」 

  ②上級  日  時 令和 5 年 1 月 18 日（水）13：30～16：30 

        場 所 広島商工会議所 1 階 「101 号室」 

        出席者 8 人 

テーマ SDGs ワークショップ 

「社会課題起点で新事業を考える」 
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講 師  日本総合研究所 創発戦略センター 

シニアマネージャー 橋爪 麻紀子氏、 

マネージャー 長谷 直子氏 

主 催  ひろしま地球環境フォーラム、広島商工会議所 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■中国地域ＳＤＧｓシンポジウム（オンライン） 

中国地域の SDGs 機運を一段と高めるため、オンラインよるシンポジウ 

ムを開催。11 機関共催は、今後も連携して SDGs 推進に取り組み、様々な

事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくこととした。 

    日 時   令和 4 年 12 月 2 日（金）13:40～16:00 

     参加者   70 人 

内  容  〔講演〕 

「折り返し地点を迎える SDGs：求められる行動と実践」 

㈱日本総合研究所 創発戦略センター 

シニアマネジャー 橋爪 麻紀子氏 

〔事例発表・意見交換〕 

パネリスト:(一財)広島県環境保健協会、広島テレビ放送㈱、 

㈱サトー広島支店、㈱Taisei、ひろしま SDGs 推進協議 

会、ひろしま地球環境フォーラム 

        主 催  ひろしま地球環境フォーラム、広島商工会議所 
 

■脱炭素経営推進事業 

「環境・エネルギー関連施策説明会」（ハイブリッド） 

      日 時  令和 4 年 5 月 13 日（金）13:30～15:15 

      場 所  広島商工会議所 202 号室、オンライン 

     出席者  78 人（会場：28 人、オンライン：50 人） 

    説 明  「カーボンニュートラルに向けた経済産業省の取組と支援策 

          について」 

            経済産業省中国経済産業局 資源エネルギー環境部 

            資源エネルギー環境課長 閑田 英敬氏 

「2050 年カーボンニュートラルに向けた地域での脱炭素経営 

について」 

            環境省中国四国地方環境事務所広島事務所 

所長 向田 健太郎氏 

「環境負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けた広島県の 

 
＜ワークショップの様子＞  
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取組」 

            広島県環境県民局 環境政策課長 渡邉 哲也氏 

 

    「事例に学ぶ！脱炭素経営の進め方講座」（ハイブリッド） 

日 時  令和 4 年 6 月 10 日（金）13:30～14:50 

     場 所  広島商工会議所 202 号室、オンライン 

      出席者  180 人（会場：28 人、オンライン：152 人） 

    説 明  「カーボンニュートラル実現に向けた取り組み 

～何から始めるか～」 

           マツダ㈱ 経営戦略室 主査 深川 健氏 

「脱炭素社会の実現に向けた中国電力の取り組み」 

             中国電力㈱ 販売事業本部 

脱炭素ソリューション推進室 室長  前原 利彦氏 

「カーボンニュートラル×スマートキャンパス 5.0 宣言の 

実現に向けた広島大学の挑戦」 

            広島大学 理事・副学長(グローバル化担当) 金子 慎治氏 

 

「脱炭素経営推進講座」（ハイブリッド） 

      日 時  令和 4 年 10 月 13 日（木）13:00～16:00 

      場 所  広島商工会議所 202 号室、オンライン 

     出席者  82 人（会場：22 人、オンライン：60 人） 

    内 容 〔オンライン講演会〕 

         テーマ「日本のエネルギー政策の現状と課題 

－カーボンニュートラルに向けて－」 

         講 師 国際環境経済研究所 理事・主席研究員 

竹内 純子氏 

〔企業からの事例紹介〕 

         （1）「『省エネお助け隊』を活用した省エネ推進事例」 

              システム計装㈱ 常務取締役 濱本 浩氏 

         （2）「現実を直視して受け入れて、意識と行動が変化」 

ホテル白竜湖リゾート 代表取締役 川口 伸二氏 

〔行政からの情報提供〕 

           「脱炭素支援化機構について」 

             環境省中国四国地方環境事務所広島事務所 所長 

向田 健太郎氏 

〔個別相談会〕 

           対応者 システム計装㈱、ホテル白竜湖リゾート、 

（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター 

 
  
 

■日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ 2022」への共同出展 

開催日  令和 4 年 11 月 16 日（木）～18 日（土）〔3 日間〕 

    場 所  ポートメッセなごや［名古屋市港区金城ふ頭］ 

                       ※リアル展示会とオンライン展示会のハイブリッド開催 

出展者  827 社・団体、1,001 小間 
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来場者  リアル展示会：41,445 人、オンライン展示会：116,690 PV 

    主催者  メッセナゴヤ実行委員会 

         （構成団体：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所） 

    共同出展 「広島県商工会議所連合会」の名義で県内 7 社･団体が出展 
 

  
＜開会式＞    ＜ 共同出展ブースの様子＞  

  
  ②会報誌(所報)やホームページによる先進事例･支援メニュー･新制度等の広報 

     ■会報誌（所報） 

    ・脱炭素推進事業、エコアクション 21 セミナー等、省エネ・脱炭素関係 

事業のご案内等を掲載 
  
 

■ホームページ 

令和 4 年 

 4 月 

令和 4 年度広島県排出抑制･リサイクル施設整備費等補助金

公募（ご案内） 

 8 月 

エコアクション 21 セミナー（ご案内） 

エコアクション 21 認証取得研修会（ご案内） 

中国地域発展推進会議 地球温暖化対策 Web 講演会（ご案内） 

 9 月 メッセナゴヤ 2022（出展者募集） 

 5 月 光化学オキシダント夏期特別対策への協力について（お願い） 

令和 5 年 

 1 月 

脱炭素社会の実現のための事業者向け「フードロス対策情報

交換会」（ご案内） 

  2 月 プラスチック資源循環促進法の施行に向けた取組（お願い） 
 
  ③環境行動を実践する取り組みを整理したリーフレットの提供 

     平成 22 年に作成した環境行動を実践するための取り組みを網羅したパンフ

レット「広島商工会議所環境行動実践ガイド」を、本所が主催する各種会議･

セミナー等で配付し、各社の環境行動の実践を促した。 
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＜空調温度の適正化＞ 

 

（冷房 28℃/暖房 20℃を奨励） 

＜夏季の軽装の奨励＞  

 

（クールビズ） 

 (4)行政との連携 

  ①ひろしま地球環境フォーラム、広島市地球温暖化対策地域協議会への参画 

      広島県、広島市がそれぞれ事務局を務める環境関連団体の活動に参画した。 

  ②支援策に関する行政への要望 

     特になし。 

 

 

【二酸化炭素排出量の推移】（単位：㎏-CO2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職場での啓発活動（例）】 
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　　　　　　　  0.585kg-CO2/kWh 購入電力の排出係数
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＜リサイクルの推進＞ 

  
 

（ゴミの分別：缶･ペットボトル/燃えるゴミ/燃えないゴミ/新聞/OA 紙/雑誌） 

＜廃棄物排出量の計測＞  

  

＜電気使用量の削減＞  

   
（エレベーターの使用削減） 

＜エコドライブ運動＞  

 

（アイドリングストップ） 
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＜検温・マスク着用・手指消毒のお願い＞ 

  

（事務室入口）         （会議受付） 

多言語表示：日本語・英語・中国語    

   ＜飛沫防止＞       ＜ソーシャルディスタンス＞ 

  

（来客席）アクリル板設置       （エレベーター内）     

  新型コロナウイルス感染症予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                               

 

 

【環境管理責任者のコメント】 

  本所では、令和 9 年度に移転することとしており、現在入居しているビルへの大

きな投資を通した環境負荷低減に関する取り組みは見合わせている。令和 3 年度に

おいても、業務に支障のない範囲で、環境への取り組みを進めた。 

  電気使用量削減等の環境負荷低減に関する取り組みと併せて、職員の環境意識の

更なる向上（平成 20 年度から取り組みを進め、平成 30 年度に実現した、政令指定

都市商工会議所で全国初となる環境社会検定試験（eco 検定）の全職員合格の維持）、

各種説明会･セミナー･視察会等の企画･実施等を通した、会員企業各社への環境経営

への取り組みのサポートなどを行った。 

  今後は、引き続き基本理念･環境方針･環境行動計画に基づき、全体のバランスが

取れた省エネ･省資源に関する取り組みを推進することとし、移転を見据え、不要書

類の廃棄を進め、IT 等を活用しながら業務効率化とペーパーレス化を推し進めてい

くとともに、各種事業の実施等を通して、会員企業各社が環境に配慮した経営運営

に自主的･継続的に取り組むことができるよう、諸活動を展開していく。 
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Ⅶ．代表者による全体評価と見直し 
 
 
 

【代表者のコメント】 

  社会の中で率先して環境問題に取り組むことができる”人づくり”を目的とした

環境社会検定試験（eco 検定）の本所職員合格率 100％維持に向けた取組や、同検定

試験施行を通した環境人材の育成、会員企業を対象とした環境関連の各種セミナー･

視察会等の企画･実施、会報誌やホームページによる助成金情報や環境･エネルギー

事情に関する情報提供等を通して、本所環境行動計画で掲げた各種事業を推進した。 

  また、廃棄物排出量や水使用量の削減等の各種環境活動に取り組み、環境負荷低

減に向けて掲げた本所目標の達成に向けて取り組みを推進した。 

  自らが環境問題に率先して取り組み、会員企業が地球温暖化対策に自主的･継続的

に取り組むことができるよう積極的に支援するとの“基本理念”のもと、各種取り

組みの推進に注力し、積極的な環境活動の展開により、一部目標未達成の項目があ

ったが（電気使用量、水使用量）、ガソリン使用量や廃棄物排出量、コピー用紙購入

枚数の削減など、掲げた目標をクリアすることができた。 

  令和 3 年 4 月には、勤怠管理システムを導入し、各種申請書類や出退勤簿が紙媒

体から電子化されたほか、保管文書削減を目的として地下倉庫の整理を行った。ま

た、業務効率化･ＦＡＸ用紙削減等を目的として、クラウドサービス「Formzu」の活

用により、セミナー等の申込の電子化に取り組んでいる。 

  また、令和 5 年 4 月より本所基幹システムを刷新し、事業稟議･予算稟議の完全電

子決裁化（受託事業を除く）や収支決算見通しの自動化、有線接続 PC 以外の端末か

らのアクセスを可能とする仕組みを構築する予定である。また、基幹システム導入

を契機として、文書･データ保存のルール化（文書管理規定の作成）や保存期間経過

後の廃棄を前提としたファイリングルールの作成を検討しているほか、会議提出資

料の見直し（配付枚数のルール化、※例えば 1議案Ａ４両面 1枚を上限とするなど）、

会議資料の電子保管方法の見直しなどに取り組むこととしている。 

  本所情報化推進課が中心となり、短期･中期･長期の視点から、所内の IT 化に向け

た検討を進め、業務効率化やペーパーレス化に鋭意取り組んでいるところである。 

  本所自ら環境への取り組みを進めていくことはもちろんであるが、広島地域にお

いて約 9,000 の会員事業所を擁する団体として、1 社でも多く環境経営に取り組む

企業の数を拡大していくことが最も重要な役割であるとの認識のもと、SDGs の浸透

含め、本業である会員企業に対する支援に引き続き注力していく。 
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Ⅷ．環境関連法規制への違反、訴訟等の有無 
 
 
 

 1.適用となる主な環境関連法規 

  (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

  (2)広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

  (3)広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 

  (4)事業系一般廃棄物の減量に関する指導要綱 

  (5)大気汚染防止法 

  (6)フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

  (7)水銀による環境の汚染の防止に関する法律 

 

 2.違反、訴訟等 

  環境関連法規への違反、関係当局による違反等の指摘および訴訟等なし。 

 

 

 

 

Ⅸ．問題点の是正処置及び予防処置の結果 
 
 
 

 問題なし。 

 

 

 

 

 

Ⅹ．外部からの苦情などの受付状況及び対応結果 
 
 
 

 苦情などなし。 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコアクション 21 環境経営レポート 
（活動期間：令和 4年 4月～令和 5年 3月） 

作成日：令和 5年 6月 1日 

 

広島商工会議所 
(環境事務局 : 産業振興課） 

 

 

 

 

 


